
○岩手県警察学校規程

（平成元年２月１日岩手県警察学校本部訓令第２号）

〔沿革〕平成８年３月警察本部訓令第７号、11年３月第６号、12年３月第10号、14年３月第12号、18年１月

第２号、28年３月第12号、29年７月第13号改正

警察本部

警察学校

警察署

岩手県警察学校規程を次のように定める。

岩手県警察学校規程

岩手県警察学校規程（昭和６１年岩手県警察学校本部訓令第４号）の一部を改正する。
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総則第１章

（趣旨）

この訓令は、警察教養規則（平成12年国家公安委員会規則第３号。以下「規則」第１条

という 、警察教養細則（平成13年警察庁訓令第４号）及び岩手県警察教養に関する。）

訓令（平成14年岩手県警察本部訓令第８号）に定めるもののほか、学校運営に関し必要

な事項を定めるものとする。

（運営方針）

学校の運営は、規則第２条に規定する警察教養の目的に従い、常に教養と実務と第２条

を直結するよう創意工夫を凝らすとともに、学生の自主自立の精神を培い、教養効果の

高揚を図らなければならない。

（校風の高揚）

学校職員（以下「職員」という ）は、その責務の重要性を自覚し、人格識見の第３条 。

、 、 、かん養に努め 熱意と誠意と愛情をもって学生の教育訓練及び生活指導に当たり また

学生は諸規程を遵守し、厳正な規律の下に知識、技能の修得及び気力体力の錬磨に励み

良識豊かな警察職員になるよう努め、互いに伝統ある校風の高揚に努めなければならな

い。

（職員服務心得）



職員の服務心得は、校長が別に定める。第４条

校務第２章

（事務分担）

学校における事務分担は、校長が別に定める。第５条

（班編制等）

校長は、初任科、初任補修科及び一般職員初任科（以下「初任科等」という ）第６条 。

について、班を編制するものとする。

２ 校長は、前項の規定により班を編制したときは、班担任を指定し、担任する学生の学

習及び生活の指導に当たらせるものとする。

３ 校長は、必要に応じ各科別に科担任を指定し、担任する学生の学習及び生活の指導に

当たらせるものとする。

（教官会議）

校長は、おおむね週１回、自ら主宰する教官会議を開催し、学校の運営、学生の第７条

教育訓練、生活指導上の問題等について協議するものとする。

２ 教官会議の内容は、教官会議録（様式第１号）に記録しておくものとする。

第３章 授業

（授業計画及び授業）

校長は、本部長の定める教授細目に基づき、授業計画（年間計画及び週間計画）第８条

を立てなければならない。

２ 前項に規定する以外の巡査部長任用科、警部補任用科、部門別任用科及び専科（以下

「任用科等」という ）については、当該任用科等の教養を主管する所属長が授業計画。

を立てるものとする。

３ 副校長、校長補佐、教官及び助教（以下「教官等」という ）は、常に教養方法の工。

夫、改善に努め資料の配布及び教材、教具の整備活用を図り、授業内容が学生に十分理

解され、学習の動機付けがなされるよう、実践的な教養を推進しなければならない。

（担当教授科目及び学習指導案）

校長は、各教官等の担当する教授科目を指定する。第９条

２ 教官等は、担当する教授科目について、学習指導案（様式第２号）を作成し、あらか

じめ校長の承認を受けて授業を行うものとする。

３ 教官等は、学習指導案について常に内容の改善及び補正を図り、授業をより向上させ

るように努めなければならない。

４ 学習指導案は学校に備え付けておくものとし、教官等は配置換えの都度、後任者に引

き継がなければならない。

５ 学習指導案の作成要領は、校長が別に定める。

（講師等）

校長は、学校教養上必要があると認めるときは、警察職員又は学識経験者を講師第10条

として招請することができる。

第４章 入校

（入校）

校長は、本部長が入校を命じた者を学生として入校させるものとする。第11条



２ 校長は、前項に掲げる者につき、入校前に入校させることが適当でないと認められる

者を発見したときは、速やかに本部長に報告しなければならない。

（学生宣誓）

入校する学生は、校長に対して学校の諸規程を遵守し、専心学業に精励する旨の第12条

学生宣誓（様式第４号）を行わなければならない。

欠講、見学、休学及び自発的退校第５章

（欠講、見学及び休学）

学生は、病気その他の理由より、欠講、見学又は休学しようとするときは、あら第13条

かじめ校長の承認を受けなければならない。

（休学等の期間）

休学及び欠講の期間は、初任科等にあっては修業期間の４分の１、任用科等にあ第14条

っては修業期間の３分の１を超えることができない。

（自発的退校）

学生は、自ら退校しようとするときは、退校願（様式第５号）によりその理由を第15条

申し出て校長の承認を受けなければならない。

２ 校長は初任科の学生から前項の申出があった場合は、本部長に報告し、承認するもの

とする。

３ 校長は、初任科以外の学生から第１項の申出があった場合は、あらかじめ当該学生の

所属長と協議し、本部長に報告してこれを承認するものとする。

（考査）

校長は、学生の修業成績を把握し、教養効果の向上を図るため、考査を行わなけ第16条

ればならない。

２ 前項の規定にかかわらず、任用科等の学生に対しては考査の一部若しくは全部を省略

し、又は任用科等の教養を主管する所属長に考査を行わせることができる。

３ 初任科及び初任補修科の学生の考査は、学科考査、術科考査及び勤務考査とし、一般

職員初任科及び任用科等の学生の考査は、これに準ずるものとする。

４ 考査の実施時期、科目及び方法は、本部長が別に定める。

（評価及び再考査）

前条に規定する考査の評価基準及び再考査に関し必要な事項は、本部長が別に定第17条

める。

（証書の授与）

校長は、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の中欄に掲げる対象者に証書を第18条

授与するものとし、その証書の様式は同表の右欄に掲げるとおりとする。

（教養実施結果報告及び成績通知）

区 分 対 象 者 様 式

卒 業 証 書 初任科等の修業課程を卒業した者 様 式 第 ６ 号

修 了 証 書 任用科等の修業課程を修了した者 様 式 第 ７ 号



授業計画を立案した校長及び任用科等の教養を主管する所属長は、所管する学校第19条

教養の各課程が終了したときは、その都度、教養実施結果を本部長に報告しなければな

らない。

２ 校長は、初任科等の課程を卒業した学生について、その成績を当該学生の所属長に通

知するものとする。

表彰及び処分第７章

（表彰）

校長は、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の中欄に掲げる対象者を表彰で第20条

きるものとし、その表彰の書状の様式は、同表の右欄に掲げるとおりとする。

（退校処分）

校長は、学業成績不振等入校中に成業の見込みがないと認める学生に対し退校の第21条

処分を行うことができる。

（懲罰処分）

校長は前条に定めるもののほか、学校の規律を乱し、その他学生としてふさわし第22条

くない非行があった学生に対し、情状により、次に掲げる処分を行うことができる。

⑴ 退校

⑵ 謹慎（１か月を超えない期間、外泊及び外出を禁止することをいう ）。

⑶ 訓戒（非違を諭し、将来を戒めるとともに始末書を提出させることをいう ）。

２ 懲罰処分に関し必要な事項は、校長が別に定める。

（処分の審議等）

校長は、退校処分又は懲罰処分の対象となる学生を把握した場合は、速やかに警第23条

務部警務課長及び警務部監察課長を経て、本部長に報告するとともに、処分の要否につ

いて教官会議に諮らなければならない。この場合において、必要に応じ本人等を出席さ

せ意見を述べさせることができる。

（校長注意）

校長は、前条において、事案が軽微で処分をしないことを決定した場合で、特に第24条

必要があるときは「校長注意」を行い戒めることができる。

２ 前項の「校長注意」は、注意書（様式第13号）を交付して行うものとする。

（処分手続）

区 分 対 象 者 様 式

優 良 賞 修業成績が優良であった学生 様 式 第 ９ 号

善 行 賞 他の模範と認められる善行のあった学生 様式 第 1 0 号

術科精励賞 術科に精励し、術科振興に功労があった学生 様式 第 1 1 号

功 労 賞 様式 第 1 2 号
役員として、任務を遂行し功労があった学生又は他

の模範となる功労があった学生



校長は、初任科等の学生に対し、退校処分又は懲罰処分を行おうとする場合は、第25条

本部長に報告し、処分するものとする。

２ 校長は、初任科以外の学生に対し、退校処分又は懲罰処分を行おうとする場合は、本

部長に報告して行うものとする。

３ 第21条及び第22条に規定する処分は、処分書（様式第14号）を交付して行うものとす

る。

（報告通知及び記録）

校長は、学生を表彰したときは、当該学生（初任科生を除く ）の所属長に通知第26条 。

しなければならない。

２ 校長は、学生を処分したときは、本部長に報告するとともに、当該学生（初任科生を

除く ）の所属長に通知しなければならない。。

３ 学生を表彰し、又は処分したときは、所定事項を記録しておくものとする。

学生第８章

（全寮制度）

学生は、すべて学生寮に入寮するものとする。ただし、任用科等の学生で校長の第27条

許可を受けたときは、この限りでない。

（学生心得）

学生は、学生心得を遵守しなければならない。第28条

２ 学生心得は、校長が別に定める。

（役員の任命）

、 、 、 、 （ 「 」 。）第29条 校長は 各科総代 副総代のほか必要により 班長 室長 以下 役員 という

を任命するものとする。

２ 前項の任命は、辞令書（様式第15号）を交付して行うものとする。

（役員の任務）

役員の任務は、次に掲げるとおりとする。第30条

⑴ 総代は、学生の代表として、規律保持、職員と学生間の連絡及び学生相互間の融和

団結を図るとともに、校長の命ずる事項を積極的に推進しなければならない。

⑵ 副総代は、総代を補佐し、総代に事故あるときは、これを代行する。

⑶ 班長は、総代及び副総代を補佐するものとする。

⑷ 室長は、総代、副総代及び班長を補佐するものとする。

（学生の当番）

校長は、教養の一環として学生に日直当番、教場当番、警備当番及びその他の当第31条

番を命ずるものとする。

２ 前項の当番要領については、校長が別に定める。

（教科外活動）

教科外活動は、学校における 統一した指導方針の下に組織的かつ計画的に行う第32条

ものとし、その進め方は、学生の自主性によることを原則とする。

２ 教科外活動を効果的に推進するため、教官等は一体となって指導に当たるとともに、

常に指導内容及び方法に工夫、改善を加えなければならない。

３ 教科外活動の実施要領については、校長が別に定める。



図書室等第９章

学校に図書室及び資料保管庫を置く。第33条

２ 図書室及び資料室の運営管理については、校長が別に定める。

雑則第10章

（備付け簿冊）

学校に次に掲げる簿冊を備え付けなければならない。第34条

⑴ 岩手県警察学校教養実施計画

⑵ 学籍簿（様式第16号）

⑶ 授業担任科目表（様式第17号）

⑷ 時間割表（様式第18号）

（校長への委任）

この訓令に定めるもののほか、学校運営に必要な事項は、校長が定める。第35条


